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環境像
分野別目標 施策

４．市民協働による環境保

全・創造(市民協働）

市民主体の環境ま

ちづくりの推進

水辺や緑地等うるおい環境の創造     等

基 本 事 業

自然とのふれあいの機会の創出と自然環境教育の推進

水資源の魅力発信と観光振興

各種環境の監視

公害の防止・改善対策や意識啓発の推進  等 

良好な景観の保全

水

が

旅

す

る

ま

ち

 

う

お

づ

水資源の保全と涵養

森林環境の整備と保全

沿岸海域の保全

水循環プロモーションの推進

生物多様性の保全

自然環境保全活動の推進        等

自然公園等の適正管理と活用

水資源の活用と産業展開

水循環・生態系等

の保全

豊かな自然の活用

の推進

１．水と緑の保全と活用(自

然環境)

環境美化・保全活

動の推進

快適な生活環境の

保全２．快適な生活環境の保全

(生活環境・快適環境）

環境情報の共有と環境教育及び学習の推進 等

３．地球温暖化防止対策・

循環型社会の構築（地球環

境・循環型社会）

温室効果ガス削減

対策 等

省エネルギー対策の普及啓発と取組の実践 

事業所等での省エネルギー推進

省エネルギー対策の普及啓発と取組の実践 等

第2次魚津市環境基本計画の一部（R3.3策定）計画名

魚津市全域対象
地域魚津市提出機関名

水循環、生態系、地域振興メイン課題

水資源の保全や水循環プロモーションの推進等による「水循環・生態系等
の保全」や水資源の活用と産業展開の推進等による「豊かな自然の活用の
推進」等の施策から、水と緑の保全と活用等を目指し、計画全体では「水
が旅するまち うおづ」を目標とする環境像とする。

計画概要

計画の特徴

【新規】「第2次魚津市環境基本計画｣の一部の概要

○計画体系 ○推進体制
市は計画の周知・啓発に努め、事業者、市民、滞在者、関係団体
等それぞれの連携を促進し、施策を推進。

○進行管理
ＰＤＣＡ等による進行管理を実施し、継続的改善を進め施策
を総合的に推進。

水循環が市内だけで完結する「魚津の水
循環」について、様々な活動主体が連携
し、広報や情報発信等を行い、水循環の
まちとして県内外にＰＲを実施する。

計画対象地域（魚津市全域）


